
 

「カラーユニバーサルデザイン普及キャラバン隊事業」実施要綱 

 

 

（通則） 

第１ カラーユニバーサルデザイン普及キャラバン隊事業（以下、「事業」という。）は、

先天性の色覚異常のある方、白内障や緑内障など視覚機能の低下した高齢者など、誰に

対しても見やすく分かりやすいデザインの普及を目指し、色覚の多様性及びカラーユニ

バーサルデザインについての知識及び理解を深めることを目的とする。 

なお、事業は愛知県がＮＰＯに委託して行うものとし、実施に当たっては、愛知県財

務規則に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （事業の内容） 

第２ 事業はＮＰＯが実施主体となり、色覚の多様性及びカラーユニバーサルデザイン

についての知識及び理解を深める、県内全域を対象とした普及キャラバン隊を派遣

する事業とする。 

２ 事業の派遣場所は県で公募の上決定する（市町村、民間企業、民間団体、町内会など）。 

３ 事業の企画・運営及び必要に応じて生じる市町村等との調整等は、委託先ＮＰＯが行

う。 

４ 委託先ＮＰＯは、事業実施後に県の指定する様式の事業完了報告書(別紙)を作成し、

事業完了後３０日以内に県に提出するものとする。 

 

 （委託期間） 

第３ 委託期間は契約の日から、最長当該年度の３月末までとする。 

 

 （委託金額） 

第４ 委託金額は別に定める額とする。 

 

 （委託の方法） 

第５ ＮＰＯから企画提案を募り、県が設置する企画案選定委員会において、優秀企画案

として選定された企画提案書を提出したＮＰＯと委託契約を締結する。なお、企画案の

選定の手順については次のとおりとする。 

（１）県が、県内ＮＰＯの企画提案を公募する。 

（２）県が設置する「カラーユニバーサルデザイン普及キャラバン隊事業」企画案選定

委員会において、企画案の内容、経費、開催場所、対象とする主たる障害種別等を

総合的に評価し、予算の範囲内で選定する。 

（３）企画提案書の内容等に基づき仕様書を定め、委託契約書を締結する。 

 



 

 （事業の実施体制） 

第６ 委託先ＮＰＯ及び県は、事業の目的を共有し、常に連携を図りながら、選定された

事業を実施する。 

２ 事務事業の実施に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平

成 25 年法律第 65 号（以下、「法」という。））、愛知県障害者差別解消推進条例（平成 27

年愛知県条例第 56 号）及び手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーショ

ン手段の利用の促進に関する条例（平成 28年愛知県条例第 48号）に定めるもののほか、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領（平成 27 年愛知県訓令第 6 号（以

下、「対応要領」という。））に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供

その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。 

３ 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領にて示されている障害種別

の特性について十分に留意するものとする。 

４ 委託先ＮＰＯは、本件業務を履行するに当たり、本件業務に係る対応指針（法第 11

条の規定により主務大臣が定める指針をいう。）に則り、障害者に対して適切な対応を

行うよう努めなければならない。 

 

 （応募者の資格・応募可能提案数） 

第７ 応募者は、以下の条件を全て満たす者とする。 

（１）県内に主たる事務所を有し、自らＮＰＯ活動を行っている民間非営利団体である

こと。 

  なお、ＮＰＯ活動とは、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会

貢献活動をさす。また、民間非営利団体とは、特定非営利活動法人に限らず、法人

格の有無も問わない。 

（２）特定非営利活動法人にあっては、特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）

に基づく各種提出書類を所轄庁に提出している者であること。 

なお、上記条件を満たす民間非営利団体同士の共同事業体による応募も可とし、

その取扱いは別に定める。 

（３）１団体が提出できる企画提案書は、共同事業体によるものも含めて、２事業まで

とする。 

 

 （応募の手続き） 

第８ 応募者は以下により企画事業ごとに企画提案書を作成し、持参または郵送により提

出することとする。 

 （１）書式 企画提案書（様式） 

 （２）募集期間及び提出場所 別に定める 

 （３）情報公開の取扱い 

 提出のあった企画提案書は、次のとおり取り扱う。 

 ア 採用となった企画提案書については、行政文書開示請求があった場合 

  は開示する。 

 イ 不採用となった企画提案書については、企画提案者の意見を踏まえた 

  上で県が判断する。 



 

 （４）その他 

 ア 企画提案書の作成、提出及び企画案選定委員会への出席に必要な費用については、

各提出者の負担とする。 

 イ 提出のあった企画提案書については返還しない。 

 ウ 採用された企画提案書の著作権については、県に帰属するものとする。 

 

 （審査の基準） 

第９ 選定は、企画提案内容、応募者によるプレゼンテーション等を踏まえ、次の審査基

準により総合的に評価する。 

（１）本業務に関する現状分析の適確性 

（２）企画提案内容の適確性 

（３）県委託事業として適格性 

（４）期待できる効果 

（５）事業実施能力 

２ 企画提案数が８事業を超える場合は、一次審査（書類審査）と二次審査（プレゼンテ

ーション等）の２段階の審査により選定する。ただし、企画提案数が８事業を超えない

場合は、二次審査のみ実施し選定する。 

 

 （委託料の支払） 

第１０ 委託料の支払方法については、県と委託先ＮＰＯとの協議により決定する。 

 

 

 

   附 則 

 この要綱は、令和元年５月１４日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

  

 


